
 

国立大学法人東京農工大学学則の一部改正 

国立大学法人東京農工大学学則を次のとおり改正する。 

現   行 改  正  備 考 

国立大学法人東京農工大学学則 

 

第１条～第４１条  省 略 

 

 （寄宿料） 

第４２条 学寮に入寮することを許可された者は、寄宿料を納付しな

ければならない。 

２ 前項の寄宿料は、入寮の日の属する月から退寮の日の属する月ま

で毎月その月の分を納付するものとする。ただし、８月及び９月分

については、７月に納付するものとする。 

３ 前項の規定にかかわらず寄宿料は、４月又は１０月にそれぞれ６

月分を納付することができる。 

４ 寄宿料の額については、別に定める。 

５ 納付した寄宿料は、これを返付しない。 

６ 災害その他によりやむを得ない事情があると認められる者には、

選考の上、寄宿料を免除することができる。 

 

 

第４３条～第１１１条  省 略 

 

   附 則 省略 

  

 

 

第１条～第４１条 省 略（現行どおり） 

 

 （寄宿料） 

第４２条 学寮に入寮することを許可された者は、寄宿料を納付しな

ければならない。 

２ 前項の寄宿料は、入寮の日の属する月から退寮の日の属する月ま

で毎月その月の分を納付するものとする。 

 

３ 前項の規定にかかわらず寄宿料は、４月又は１０月にそれぞれ６

月分を納付することができる。 

４ 寄宿料の額については、別に定める。 

５ 納付した寄宿料は、これを返付しない。 

６ 災害その他によりやむを得ない事情があると認められる者には、

選考の上、寄宿料を免除することができる。 

 

 

第４３条～第１１１条  省 略 

 

  附 則 省略（現行どおり） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附 則（２１教規則第２４号） 

この規則は、平成２１年１１月１日から施行する。 


